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秋田県公安委員会規則第４号

秋田県道路交通法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和５年３月24日

秋田県公安委員会委員長 安 藤 巳智子

秋田県道路交通法施行細則の一部を改正する規則

秋田県道路交通法施行細則（昭和39年秋田県公安委員会規則第７号）の一部を次のとおり改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後 改正前

第１条～第11条 略 第１条～第11条 略

（安全運転管理者等の選任又は解任の届出） （安全運転管理者等の選任又は解任の届出）

第11条の２ 第11条の２

１ 略 １ 略

２ 前項の選任の届出書には、次に掲げる書類 ２ 前項の選任の届出書には、次に掲げる書類及び写真

を添付しなければならない。 を添付しなければならない。

(１) 安全運転管理者等の運転免許証の写し、又は氏 (１) 安全運転管理者等の運転免許 の写し、又は氏

名、生年月日及び住所の記載のあるもの。 名、生年月日及び住所の記載のあるもの。

(２)～(４) 略 (２)～(４) 略

(５) 届出前の６月以内に撮影した無帽、正面、上三

分身、無背景の縦の長さ３センチメートル、横の

長さ2.4センチメートルの写真

（安全運転管理者証等の交付）

第11条の３ 公安委員会は、前条第１項の選任の届出が

あった場合において、その者が施行規則第９条の９に

掲げる要件を備えているときは、様式第13号の安全運

転管理者証を交付するものとする。

（解任命令） （解任命令）

第11条の３ 法第74条の３第６項の規定による公安委員 第11条の４ 法第74条の３第６項の規定による公安委員

会の解任命令は、様式第14号の安全運転管理者（副安 会の解任命令は、様式第14号の

） 。 。全運転管理者 解任命令書を交付して行うものとする 解任命令書を交付して行うものとする

（是正措置命令）

第11条の４ 法第74条の３第８項の規定による公安委員

会の是正措置命令は、様式第15号の安全運転管理者業

務に関する是正措置命令書を交付して行うものとす

る。

第11条の５～第15条の５ 略 第11条の５～第15条の５ 略

（安全運転管理者等講習） （安全運転管理者等講習）

第16条 法第108条の２第１項第１号に掲げる講習は、 第16条 法第108条の２第１項第１号に掲げる講習は、

公安委員会が日時及び場所を指定して行うものとす 公安委員会が日時及び場所を指定して行うものとす

る。 る。

２ 前項の講習を受講した者には、受講したことを証明 ２ 前項の講習を終了した者には、

する様式第19号の受講証明書を交付するものとする。 様式第19号の終了証 を交付するものとする。

略 略

様式第１号～様式第８号の35 略 様式第１号～様式第８号の35 略



- 2 -

様式第９号（第11条の２関係） 様式第９号（第11条の２関係）

様式第10号（第11条の２関係） 様式第10号（第11条の２関係）

様式第11号～様式第12号 略 様式第11号～様式第12号 略
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様式第13号 削除 様式第13号（第11条の３関係）

様式第14号（第11条の３関係） 様式第14条（第11条の４関係）
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様式第15号（第11条の４関係） 様式第15号 削除

様式第16号～様式第18号の４ 略 様式第16号～様式第18号の４ 略

様式第19号（第16条関係） 様式第19号（第16条関係）

（１） 安全運転管理者用 （１） 安全運転管理者用
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（２） 副安全運転管理者用 （２） 副安全運転管理者用

様式第20号～様式第45号 略 様式第20号～様式第45号 略

附 則

この規則は、令和５年４月１日から施行する。


